
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

〃

【

公

安

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

指

定

講

習

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

目

次

○

運

転

免

許

取

得

者

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

〃

【

告

示

】

【

正

誤

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

医

療

推

進

課

○

地

方

公

営

企

業

法

第

三

十

九

条

第

二

項

の

規

定

総

務

学

事

課

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

に

よ

り

知

事

が

定

め

る

職

の

指

定

の

一

部

改

正

の

（

県

例

規

集

登

載

）

正

誤

○

地

方

公

営

企

業

法

第

三

十

九

条

第

二

項

の

規

定

人

事

課

○

〃

〃

に

よ

り

知

事

が

定

め

る

職

の

指

定

の

一

部

改

正

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

届

〃

○

岡

山

県

海

面

漁

業

調

整

規

則

に

基

づ

く

聴

聞

水

産

課

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

建

築

指

導

課

完

了

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

岡

山

県

公

報

平成２６年７月１８日 第１１６０２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
保
健
福
祉
部
の
部
岡
山
県
看
護
職
員
就
業
相
談
員
派
遣
面
接
相
談
モ
デ
ル
事
業
費
補
助
金
の
項
中

「
三
十
六
万
千
円
」
を
「
三
十
六
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

昭
和
四
十
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号
（
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
定
め
る
職
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一
中
「
参
与
」
を
「
次
長
」
に

「
、
総
括
参
事
及
び
参
事
」
を
「
及
び
総
括
参
事
」
に
改
め
る
。

、

平成２６年７月１８日　岡山県公報　第１１６０２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

協
同
組
合
ウ
イ
ン
グ
バ
レ
イ

住
所

岡
山
県
総
社
市
久
代

－
６

1
4
0
8

氏
名

理
事
長

晝
田

眞
三

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
協
同
組
合
ウ
イ
ン
グ
バ
レ
イ
東
事
業
所

1
4
9
0

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
真
壁
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 廃 止 新 設

71 自動式車両洗浄施 71 自動式車両洗浄施
種 類 設 設

能 力 １時間当たり約11台 １時間当たり約11台

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに工事着手

工事開始後１日で完成
工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 予定

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに使用

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間 24時間 13時間
並びにその使用に季節的変動がある場合 雨天時は使用せず 約30分間に１台使用
はその概要 雨天時は使用せず

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4 12
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～8 6～8
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（㎎／ℓ） 20 30
常の量及び最大 同左
の量 ＣＯＤ（㎎／ℓ） 20 30

Ｓ Ｓ（㎎／ℓ） 30 50

油 分（㎎／ℓ） 10～15 20

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成26年７月18日から同年８月８日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び総社市役所

平成２６年７月１８日　岡山県公報　第１１６０２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

短
期
入
所
事
業
所
ラ
イ
フ
み
の
り

２

所
在
地

津
山
市
二
宮
九
九
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
津
山
み
の
り
学
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
二
宮
九
九
九

五

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
三
〇
〇
五
一
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ラ
イ
フ
・
ケ
ア
・
ア
イ

２

所
在
地

備
前
市
西
片
上
一
〇
六
八

四

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２６年７月１８日　岡山県公報　第１１６０２号



株
式
会
社
ラ
イ
フ
・
ケ
ア
・
ア
イ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
西
片
上
一
〇
六
八

四

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
一
〇
〇
一
九
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

学
習
支
援
レ
イ
ン
ボ
ー
川
入
教
室

２

所
在
地

倉
敷
市
川
入
八
一
五

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
新
屋
敷
町
二

一
〇

一
〇

－
－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
四
五
一

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

丘
３
番
川

農
業
用
用
排
水
施
設

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

勝
央
仁
堀
中
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
定
信
一
〇
一
九
番
一

新

五
四
〇
・
〇

地
先
か
ら

六
・
一
～

三
三
・
〇

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
逧
一
二
九
三
番
地

先
ま
で

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
定
信
一
〇
一
九
番
一

旧

五
四
〇
・
〇

地
先
か
ら

二
・
五
～

一
二
・
五

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
逧
一
二
九
三
番
地

先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

勝
央
仁
堀
中

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
定
信
一
〇
一
九
番
一
地
先

平
成
二
十
六

線

か
ら

年
七
月
十
八

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
大
逧
一
二
九
三
番
地
先
ま

日

で
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〔
三
四
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
赤
磐
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
ど
ん
ぶ
ら
こ

三

代
表
者
の
氏
名

岸
本
都
志
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

赤
磐
市
町
苅
田
三
二
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
赤
磐
市
内
で
活
動
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
市
民
グ
ル
ー
プ
等
の
活
動
基
盤
整
備

と
団
体
間
の
交
流
や
情
報
交
換
を
促
進
し
、
市
民
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
企
業
・
行
政
が
地
域
の
課
題
解
決
の

た
め
に
協
働
し
て
い
く
た
め
の
中
核
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
四
六
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
百
業
・
百
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

藪
内

規
次

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
上
河
原
一
九
二
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
沢
山
の
業
種
（
百
業
）
の
人
が
寄
り
知
恵
を
出
し
合
い
、
そ
れ
ら
を
情
報
発
信
す

る
こ
と
で
新
産
業
の
環
境
づ
く
り
や
人
と
の
繋
が
り
が
で
き
、
ひ
い
て
は
多
く
の
楽
し
み
（
百
楽
）

が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
体
感
で
き
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
、
安
心
・
安
全
・
健
康
を
目
的
と
し
た
新
技

術
の
提
供
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
健
康
的
・
文
化
的
・
経
済
的
な
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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〔
三
四
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

越
尾
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

岡
部

央

久
米
郡
美
咲
町
越
尾
一
九
七
五

理

事

岡
部

忠
雄

〃

〃

〃

二
二
九
九

〃

杉
山

一
正

杉
山

一
正

〃

〃

〃

三
〇
五
二

〃

原
本

悦
夫

〃

〃

〃

三
二
〇
五

〃

桑
元

郁
治

〃

〃

〃

二
四
九
八

三

〃

－

桑
元

久
司

〃

〃

〃

一
八
九
〇

〃

桑
元

邦
仁

〃

〃

〃

一
五
五
九

〃

澁
谷

民
男

〃

〃

〃

八
六
三

四

〃

－

岡
部

昌

〃

〃

〃

九
一
一

〃

筈
尾

馨

筈
尾

馨

〃

〃

〃

九
六
八

〃

越
尾

泰
治

越
尾

泰
治

〃

〃

〃

四
九

二

〃

－

稗
田

富
雄

〃

〃

〃

三
三
〇

〃

花
房

政
輝

〃

〃

〃

一
三
九

〃

桑
元

正
男

〃

〃

〃

二
六
四
九

〃

澁
谷

武
男

〃

〃

〃

八
五
二

〃

関

雄
輔

〃

〃

〃

一
四
四
六

〃

花
房

直
人

〃

〃

〃

一
〇
二
九

〃

碑
田

信
行

〃

〃

〃

二
五
五

〃

中
原

徹
雄

〃

〃

〃

八
九
五

二

〃

－

江
田

祐
樹

〃

〃

〃

一
四
五
六

一

〃

－

桑
元

哲

〃

〃

〃

二
六
五
一

〃
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勢
木

圭
司

〃

〃

〃

二
四
七
七

〃

原
本

忠
雄

〃

〃

〃

三
四
一
九

〃

志
茂

克
明

〃

〃

〃

二
一
三
六

〃

岡
部

幹
雄

〃

〃

〃

一
九
六
一

〃

勢
木

治
男

〃

〃

〃

二
五
五
九

監

事

江
田

文
昭

〃

〃

〃

一
五
八
四

〃

花
房

信
裕

〃

〃

〃

二
〇
八

〃

越
尾

充
仁

〃

〃

〃

一
〇
九
四

〃

志
茂

陽
之

〃

〃

〃

八
一
〇

〃

原
本

彰

〃

〃

〃

三
二
二
七

一

〃

－
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〔
三
四
八
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

小
原
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

退
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

事
の
別

井
伊

務

久
米
郡
美
咲
町
西
幸
一
五
九
一

監

事
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〔
三
四
九
〕
岡
山
県
海
面
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第

三
項
及
び
同
規
則
第
五
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

聴
聞
を
行
う
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

聴
聞
を
受
け
る
者

岡
山
県
倉
敷
市
下
津
井
吹
上
二
丁
目
三
番
二
号

山
本

明

岡
山
県
笠
岡
市
北
木
島
町
七
八
八
七
番
地

畦
坪

孝
弘

岡
山
県
浅
口
市
寄
島
町
一
二
一
五
五
番
地
三
八

黒
川

清
治

岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
乙
島
七
四
六
〇
番
地
三

樋
口

昌
弘

二

期
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
午
前
十
時
か
ら

三

場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
七
階
水
産
課
会
議
室

平成２６年７月１８日　岡山県公報　第１１６０２号



〔
三
五
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

瀬
戸
内
市
邑
久
町
下
笠
加
二
七
〇

三
、
二
七
〇

四

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

防
火
水
槽

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
東
区
西
大
寺
上
一
丁
目
一
九

一
九

－

学
校
法
人
森
教
育
学
園

理
事
長

森

靖
喜

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
〇
一
号
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〔
三
五
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

庁
用
自
動
車
リ
ー
ス

九
十
六
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
五
月
十
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
レ
ン
タ
リ
ー
ス
岡
山

岡
山
市
北
区
厚
生
町
一
丁
目
三
番
一
九
号

五

落
札
金
額

二
〇
七
、
七
〇
二
、
一
四
四
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
五
、
三
八
五
、
三
四

四
円
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
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〔
三
五
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

壁
せ
ん
断
試
験
機

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
九
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
金
剛
測
機

岡
山
市
北
区
今
六
丁
目
一
一
番
七
号

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

六
一

七
七
六

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

五
七
六

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
六
年
五
月
九
日
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
六
号

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

表
中
「
末

吉

正

人
」
を
「
藤

岡

豊
」
に
、
「
小

野

雅

彦
」
を
「
小

野

新
太
郎
」
に
、
「
林

忠

夫
」
を
「
安

川

一

恵
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
号

平
成
十
二
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
八
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

表
一
の
項
及
び
三
の
項
中
「
末

吉

正

人
」
を
「
藤

岡

豊
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項

中
「
小

野

雅

彦
」
を
「
小

野

新
太
郎
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
中
「
末

吉

正

人

」
を
「
藤

岡

豊
」
に
改
め
、
同
表
十
六
の
項
中
「
林

忠

夫
」
を
「
安

川

一

恵
」
に
改
め
る
。
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〔
一
四
〕
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
職
の
指
定
の
一
部
改
正
（
岡
山
県
告
示
第
二
百
十
五
号
）
に
誤
り
が
あ
っ

た
。

頁
・
段
・
行

誤

正

四
・
上
・
一
二

、
予
算

又
は
予
算
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〔
一
五
〕
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
け
（
号
外
）
公
布
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
職
の
指
定
の
一
部
改
正
（
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号
）
に
誤
り
が

あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
六

課
長
、

課
長

、
予
算

又
は
予
算

一
・
終
わ
り
か

並
び
に
発
電
所

、
発
電
所

ら
五

、
予
算

又
は
予
算

一
・
終
わ
り
か

も
の

者

ら
四
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